
  
 

調査契機 

(履歴報告等) 
土壌汚染状況調査 区域指定 

（解除） 

８１条の４ 1366 146 29(7)

８１条の５ 6 2 0

条
例 

８１条の６ 62 20 0

調査契機 

(施設廃止) 
土壌汚染状況調査 区域指定 

（解除） 

３条 529 161 39(16)法 

４条 0 0 0

3,000㎡以上の敷地での土地の形質変更 
              【８１条の４】 

下記の２５物質

に、ダイオキシ

ン類を追加 

（管理有害物質) 

府 
 

条 
 

例

調査が必要となるとき 調査対象物質

土
壌
汚
染
対
策
法

鉛,砒素,ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁ

ﾚﾝなど２５物質

（特定有害物質）

有害物質使用特定施設の使用廃止 
               【３条】 

土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある

場合             【４条】 

有害物質使用特定施設等を設置している工場敷

地での土地の形質変更    【８１条の５】 

有害物質使用届出施設等の使用廃止 
              【８１条の６】 

現行制度と施行状況 資料1 

施設廃止 
(法３条調査) 

形質変更時 
(条例 81条の4調査) 

調査命令 
(法４条調査) 

土地の利用履歴等の報告 
（形質変更実施まで） 

有害物質使用履歴あり 

土壌汚染状況調査結果報告 

区 域 指 定 
「指定区域」（法）または「管理区域」（条例） 

措置命令 
（自主的に行う場合は不要） 

形質変更届 

措置を実施 
（搬出時は適正処分） 

区  域  解  除 

汚染除去 

リスクなし 
リスクあり※ 

基準超過 

１．大阪府の現行制度手続きフロー 
（条例８１条の５および６除く） 

２．調査契機 

３．施行状況 

※「リスクあり」と判断される要件 

溶出量基準超過 ⇒ 周辺において飲用井戸等が存在すること 

含有量基準超過 ⇒ 一般の人が立入ることができること 

　　　　　　　　　 条例８１条の４      　法３条

土地の利用履歴等調査実施時の
土壌汚染状況調査実施割合

土壌汚染状況調査実施時の
区域指定割合

実施
11％

不要
89％

区域指定
20％

基準適合
80％

土壌汚染調査契機発生時の
土壌汚染状況調査実施割合

土壌汚染状況調査実施時の
区域指定割合

区域指定
24％

基準適合
76％

実施
30％

猶予
70％



 


